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生活衛生関係営業対策事業の実施について 

 

 

 標記については、平成２６年４月３０日付け健発０４３０第１号厚生労働省健康局長通

知の別紙「生活衛生関係営業対策事業実施要綱」（以下「実施要綱」という。）により行

われているところであるが、今般、実施要綱の一部が別紙新旧対照表のとおり改正され、

令和６年４月１日より適用することとされたので通知する。 



 生活衛生関係営業対策事業実施要綱新旧対照表 (別紙) 

改正案 現行 

生活衛生関係営業対策事業実施要綱 

 

１．目的 （略） 

 

２．補助対象事業 （略） 

 

３．補助対象事業の実施主体 

（１）～（３） （略） 

（４）公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 

 

 

４．審査・評価会の設置 

  事業計画書の提出があった事業に対する補助の採否について審査すると

ともに、採択した補助対象事業の実施状況について総合的な評価を行うた

め、外部有識者により構成される生活衛生関係営業対策事業費補助金審査・

評価会を開催する。 

 ただし、３の（３）が実施する「受動喫煙防止対策事業」と３の（４）が

実施する「ビルクリーニング業における外国人材確保事業」及び「ビルクリ

ーニング分野人材確保及び生産性向上等支援事業」については、審査・評価

の対象外とする。 

 

５．申請方法 （略） 

 

６．補助金交付の対象経費 （略） 

生活衛生関係営業対策事業実施要綱 

 

１．目的 （略） 

 

２．補助対象事業 （略） 

 

３．補助対象事業の実施主体 

（１）～（３） （略） 

（４）「ビルクリーニング分野特定技能１号評価試験」の実施主体である公益

社団法人全国ビルメンテナンス協会 

 

４．審査・評価会の設置 

  事業計画書の提出があった事業に対する補助の採否について審査すると

ともに、採択した補助対象事業の実施状況について総合的な評価を行うた

め、外部有識者により構成される生活衛生関係営業対策事業費補助金審査・

評価会を開催する。 

 ただし、３の（３）が実施する「受動喫煙防止対策事業」と３の（４）が

実施する「ビルクリーニング業における外国人材確保事業」及び「ビルクリ

ーニング分野技能習得支援事業」については、審査・評価の対象外とする。 

 

 

５．申請方法 （略） 

 

６．補助金交付の対象経費 （略） 
 



 

 

生活衛生関係営業対策事業実施要綱 

 

 

１．目的 

  生活衛生関係営業対策事業は、生活衛生関係営業の経営の健全化、衛生水準の維持向

 上及び利用者又は消費者の利益の擁護を図り、もって安心・快適な生活環境づくりを衛

 生的観点から推進することを目的とする。 

 

２．補助対象事業 

補助の対象となる事業については、生活衛生関係営業対策事業実施計画書（以下「事

業計画書」という。）が提出された事業のうち、４に定める審査・評価会による審査を

踏まえて、厚生労働省が採択したものに対し、別に定めるところにより補助するものと

する。ただし、一部事業については審査・評価会での審査を経ず、補助するものとする。 

 

３．補助対象事業の実施主体 

（１）生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和３２年法律第１６４

号以下「生衛法」という。）に基づき指定が行われた、都道府県生活衛生営業指導セ

ンター 

（２）生衛法に基づき組織された、生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会 

（３）生衛法に基づき指定された、公益財団法人全国生活衛生営業指導センター 

（４）公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 

 

４．審査・評価会の設置 

  事業計画書の提出があった事業に対する補助の採否について審査するとともに、採択

した補助対象事業の実施状況について総合的な評価を行うため、外部有識者により構成

される生活衛生関係営業対策事業費補助金審査・評価会を開催する。 

  ただし、３の（３）が実施する「受動喫煙防止対策事業」と３の（４）が実施する

「ビルクリーニング業における外国人材確保事業」及び「ビルクリーニング分野人材確

保及び生産性向上等支援事業」については、審査・評価の対象外とする。 

 

５．申請方法 

  補助を希望する者は、別に定めるところにより、書面により事業計画書を提出するも

のとする。 

 

６．補助金交付の対象経費 

  補助の対象となる経費の範囲等については、別に定めるものとする。 


